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１【提出理由】

当社は、平成30年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年６月25日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

　① 期末配当に関する事項

    当社普通株式１株につき金62円 総額6,546,472,616円

　② 効力発生日

　　 平成30年６月26日

　③ その他の剰余金の処分に関する事項

ア 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　17,000,000,000円

イ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　17,000,000,000円

 

第２号議案 取締役13名選任の件

丹波俊人、浅田俊一、清水啓典、吉田政雄、檜垣幸人、中村明雄、野上誠、雪矢正隆、馬場高一、玉野治、水

野誠一、成瀬明弘及び中川耕を取締役に選任する。

 

第３号議案 監査役２名選任の件

池田裕一郎、藤枝昌雄を監査役に選任する。

 

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

岩永利彦を補欠監査役に選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金処分の件

995,862 90 － (注)１ 可決 (99.70%)

第２号議案
取締役13名選任の件

   

(注)２

  

丹波 俊人 968,084 27,879 － 可決 (96.92%)

浅田 俊一 979,750 16,213 － 可決 (98.09%)

清水 啓典 964,582 31,381 － 可決 (96.57%)

吉田 政雄 992,868 3,095 － 可決 (99.40%)

檜垣 幸人 991,064 4,899 － 可決 (99.22%)

中村 明雄 980,862 15,100 － 可決 (98.20%)

野上 誠 987,334 8,629 － 可決 (98.85%)

雪矢 正隆 987,399 8,564 － 可決 (98.85%)

馬場 高一 986,949 9,014 － 可決 (98.81%)

玉野 治 987,397 8,566 － 可決 (98.85%)

水野 誠一 987,396 8,567 － 可決 (98.85%)

成瀬 明弘 987,396 8,567 － 可決 (98.85%)

中川 耕 986,973 8,990 － 可決 (98.81%)

第３号議案
監査役２名選任の件

   

(注)２

  

池田 裕一郎 978,081 17,890 － 可決 (97.92%)

藤枝 昌雄 995,693 279 － 可決 (99.68%)

第４号議案
補欠監査役１名選任の件

   
(注)２

  

岩永 利彦 994,444 1,528 － 可決 (99.56%)
 

　
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい

ない議決権数は加算しておりません。

 

EDINET提出書類

東京センチュリー株式会社(E05346)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

